
 京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

                         京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第  号 
   京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 附則第２項を次のように改める。 

（平成３１年度における年間使用料の還付金額） 

２ 平成３１年度における第５条の規定により還付する使用料の金額については，別表第

２講習室（条例第８条第３項に規定する年間使用料を納入したものに限る。）の項中「条

例別表に掲げる額を１２で除して得た額に，使用しなかった月の数を乗じて得た額」と

あるのは，「平成３１年４月から同年９月までの間（以下「前期」という。）に使用し

なかった月がある場合にあっては京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正す

る条例（平成３１年３月２８日京都市条例第６４号。以下「改正条例」という。）の規

定による改正前の条例別表に掲げる額を１２で除して得た額に，前期において使用しな

かった月の数を乗じて得た額，同年１０月から平成３２年３月までの間（以下「後期」

という。）に使用しなかった月がある場合にあっては改正条例の規定による改正後の条

例別表に掲げる額を１２で除して得た額に，後期において使用しなかった月の数を乗じ

て得た額（使用しなかった月が前期及び後期のいずれにもある場合にあっては，これら

の額を合計した額）」と読み替えて，別表第２の規定を適用する。 

 別表第１音響設備の項中「１，５４０」を「１，５７０」に，「３，０８０」を「３，

１４０」に改め，同表映写設備の項中「１，５４０」を「１，５７０」に，「３，０８０」

を「３，１４０」に，「３，６００」を「３，６６０」に改め，同表遠隔講義システムの

項中「６，１７０」を「６，２８０」に改め，同表茶道具の項中「２，５７０」を「２，

６１０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

８３



（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市大学のまち交流センター条例施行規則（以下「改正後

の規則」という。）の規定による付属設備の使用料の徴収その他これを徴収するために

必要な準備行為は，この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し，

同日前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（総合企画局総合政策室） 


